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山
梨
英
和
大
学
３
年

生
の
一
瀬
純
さ
ん
（
市
川

大
門
）
が
図
書
館
司
書

実
習
の
た
め
約
２
週
間
、

図
書
館
業
務
を
経
験

し
ま
し
た
。「
地

元
の
図
書
館

で
実
習
で
き

た
こ
と
を
幸

せ
に
思
い
ま
す
。

利
用
者
と
の
や
り
取
り

な
ど
、
授
業
で
は
経
験

で
き
な
い
事
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
」

頑
張
れ
！
未
来
の
カ
リ

ス
マ
司
書
！
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新 書図着

『まいごのしろくま』
（アンドレ・ダーハン/学研教育出版）

『ストーリー・セラー』
（有川浩・新潮社）

　北極に暮らす仲の良いしろ
くまの親子。突然迫りくる雪
崩の危機。離れ離れになって
しまった親子の運命は…。厳
しい北極の大自然を背景に、
親子の愛情が胸を打つ絵本。
環境問題に踏み込んだ人気絵
本作家アンドレ・ダーバンの
最新作。

■児童向け ■一般向け

【本　　館】055-272-8888   開館時間 9:00 〜 17:00（木曜日は 19:00 まで）
【三珠分館】055-272-1204   開館時間 9:00 〜 17:00 
【六郷分館】0556-32-2002   開館時間［平日］正午〜 19:00［土・日］9:00 〜 17:00
■休館日：全館とも毎週月曜・祝日・年末年始   ※本館のみ月の最後の平日

2010 年は国民読書年

■本　　館　ー　[ 乳幼児対象 ]
　　　　　　　　10/28 ㈭ 午前 11 時〜 11 時 30 分
■三珠分館　ー　[ 幼児から小学生対象 ]
　　　　　　　　毎週㈫  午後 4 時 30 分〜 5 時
　　　　　　　　[ 乳幼児対象 ]
　　　　　　　　10/26 ㈫午前１1時15分〜 11 時 45 分
■六郷分館　ー　[ 幼児から小学生対象 ]
　　　　　　　　10/19 ㈫ 午後３時 30 分〜４時

今月のおはなし会 　気軽におこし下さい！

「ブリザーブドフラワー展」10/ ５㈫〜 11/26 ㈮
作者：喜納マリサさん（市川地区在住）
　今回は２回目の展示で、初めて大きな作品に挑戦
しました。アレンジにと
ても苦労しましたが、皆
さんに良い作品を見て頂
きたく一生懸命作りまし
た。ぜひご覧下さい。

展示コーナー（本館）

　小説家と、彼女の夫を襲っ
たあまりにも過酷な運命。極
限の決断を求められた彼女
は、今まで最高の読者でいて
くれた夫のために、物語を
紡ぎ続けた…。「Story Seller」
に発表された〈Side: Ａ〉に、
単行本のために書き下ろされ
た〈Side: Ｂ〉を加えた完全版。 

～よみがえった※根津ピアノの音色とともに～

【日時】10 月 23 日 ㈯ 午後７時〜８時 30 分
【場所】市川大門町民会館２階ロビー
【内容】『よだかの星』（宮澤賢治）/『秋鯖』（杉本 章子）/『白

紙』（高橋源一郎）/『くじけないで』（柴田トヨ）　ほか

橡 （つるばみ） の会による  朗読サロン

【日時】10 月 11 日 ㈪ 午前９時 30 分〜午後１時
【集合場所】山保地区公民館
【テーマ】山保の石かんをたずねて
【定員】20 名（定員になり次第締め切り）
※昼食をご用意下さい。コースなどの詳細はお問い合わせ下さい。
※�申し込みが必要です。《10/ ８ ㈮ までに町立図書館本館

まで電話でお申し込み下さい》

図 書 館 歴史ウォーキング

蔵書点検のため休館します（各分館）
　三珠分館・六郷分館では、蔵書点検のため次の
期間休館させていただきます。
【三珠分館】10 月４日 ㈪ 〜 ６日 ㈬
【六郷分館】10 月７日 ㈭ 〜 ８日 ㈮

募
集

図書館ではイベントの手伝い、絵本の読みき
かせなどのボランティアを募集しています
※活動時間は要相談
　問町立図書館本館☎ 055-272-8888

“あなたのお気に入りの一冊に出会えますように”

読書週間〔10/27 ～ 11/9〕
『気がつけば、もう降りる駅』

※根津ピアノ
　 　昭和のはじめ、甲州財閥を代表する実

業家・根津嘉一郎氏は山梨県内の全小学
校に 200 台を超えるピアノを寄贈しまし
た。その１つ、市川小学校に贈られたピ
アノはその後、寿会館（現・中地区公民館）
に移設されました。既に 80 年近い時を
経て現存している貴重なピアノです。

　このたび一部修復し、朗読サロンでその
　音色を披露することになりました。

あなたのオススメの一冊は何ですか？
　図書館のカウンターに用紙があります。あなた
のオススメをみんなに紹介して下さい。
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▪ 

国
勢
調
査
は
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
及
び
世
帯
が
対
象
で
す
。

▪  

平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
は
、
我
が
国
が
本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
と
な
っ
て
実
施
す
る
最
初
の
国
勢
調
査

で
、
日
本
の
未
来
を
考
え
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
最
新
の
人
口
・
世
帯
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
重

要
な
調
査
で
す
。

▪  

調
査
結
果
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
令
で
使
わ
れ
る
ほ
か
、
社
会
福
祉
、
雇
用
対
策
、
生
活
環
境
の
整
備
な
ど
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

▪  

記
入
い
た
だ
い
た
調
査
票
は
、
封
筒
に
入
れ
て
封
を
し
て
調
査
員
に
渡
し
て
い
た
だ
く
か
、
市
川
三
郷
町
役

場
に
郵
送
で
提
出
し
て
下
さ
い
。

※�

も
し
調
査
票
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
町
企
画
課
☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
３
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

調
査
票
の
記
入
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か

　
　
　
　
　
　
　

※
10
月
７
日
ま
で
に
提
出
し
て
下
さ
い

総務省・山梨県・市川三郷町
国勢調査については，平成 22 年国勢調査広報
サイト「国勢調査 e- ガイド」をご覧下さい。

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/
kouhou/index.htm

封筒に入れる前に，調査票の記入に誤り
がないか，確認をお願いします。

　

町
で
は
、
町
内
に
存
在
す
る
空

き
家
な
ど
を
有
効
活
用
し
、
都
市

住
民
と
の
交
流
や
定
住
を
促
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
家
情
報
登
録
制

度
「
空
き
家
バ
ン
ク
」
を
設
置
し

ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
、「
市
川
三
郷
町

に
住
み
た
い
」「
空
き
家
情
報
を

知
り
た
い
」
と
い
っ
た
問
い
合
わ

せ
が
多
数
あ
り
ま
し
た
が
、
個
人

情
報
保
護
法
に
よ
り
、
こ
う
し
た

問
い
合
わ
せ
に
答
え
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
空
き
家
バ
ン

ク
制
度
で
は
、
賃
貸
や
売
却
が
可

能
な
町
内
に
あ
る
空
き
家
な
ど
を

所
有
者
か
ら
登
録
し
て
い
た
だ

き
、
こ
れ
ら
の
物
件
情
報
を
希
望

者
に
公
開
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
町
で
協
定
を
結
ん
だ
㈳

全
日
本
不
動
産
協
会
山
梨
県
本

部
、
㈳
山
梨
県
宅
地
建
物
取
引
業

協
会
が
媒
介
役
と
し
て
間
に
入

り
、
交
渉
か
ら
契
約
等
の
手
続
き

を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
の
で
、
安
心

し
て
空
き
家
が
登
録
で
き
ま
す
。

空き家などを
登録して下さい

町内の賃貸や売却が可能な

※登録、お問い合わせは町企画課企画政策

係☎ 055-272-1103 まで

町ホームページもご覧下さい。

ク
リ
ッ
ク

市川三郷町空き家バンク制度
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今
月
の
各
種
相
談

■
巡
回
児
童
相
談
所
⇨
町
い
き
い
き
健
康
課
子

育
て
支
援
係
☎
０
５
５
６
（
32
）
２
１
１
４

■
教
育
相
談
⇨
町
教
育
委
員
会
☎
０
５
５

（
２
７
２
）
６
０
９
３

10
月
イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー

カレンダーの
見方
休　→　休館日

P ５　→　本誌
５ページに詳細
記事あり

② P ５ → 本 紙
２月号５ページ
に詳細記事あり

※河頭地区の可燃ゴミの収集は金曜日のみです
※祝日でもカレンダーどおりに収集します。
※詳しくは各世帯に配布されたゴミ収集予定表、
　およびゴミ便利帳をご覧下さい。

　直通電話番号一覧
【本庁舎】　代表☎ 055-272-1101
企 画 課055-272-1103　総 務 課055-272-1102
財 政 課055-272-6091　町 民 課055-272-1105
税 務 課055-272-1104　福祉支援課055-272-1106
生活環境課055-272-6092　建 設 課055-272-6090
出 納 室055-272-1107　議会事務局055-272-1108
教育総務課055-272-6093　生涯学習課055-272-6094
政策推進室055-272-6095
【三珠庁舎】
三 珠 支 所055-240-4153　産業振興課055-240-4157
【六郷庁舎】
六 郷 支 所0556-32-2111　いきいき健康課0556-32-2114
【市川保育所内】保育課保育係 055-240-4160
【大同出張所】055-272-1504
【防災無線の聞き直し】055-272-7799

No.061
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【受付時間・診療科目】
( 土曜 ･日曜日･祝日の受付はありません）
■午前診療科目（受付 AM ８:00 〜 11:30） 
　内　　　科　⇨　月〜金
　循環器内科　⇨　月 ･ 水･ 金
　外　　　科　⇨　月〜金
　泌 尿 器 科　⇨　月〜金
　眼 科　⇨　月 ･ 火 ･ 金
　皮　膚　科　⇨　月・※水･ 金
　　※水曜日は不定期です（要確認）
　耳鼻咽喉科　⇨　火 ･ 木 ･ 金
■午後診療科目（受付 PM3:00 まで）
　呼吸器特診　⇨　水曜日
　心臓血管特診　⇨　金曜日［毎月２回］
　脳神経外科　⇨　火曜日
■予約制診療科目

整形外科 ⇨ 月･ 火 ･ 木
　　（木曜日は午前中のみです）
　婦人科（午後のみ）⇨火・金
※予定が変更になる場合があります。
詳しく は町立病院へお問合せ下さい。
※予約（変更 ･ 取り消し等）の問い合
わせは、専用ダイヤル☎ 055-272-5311

［受付時間］
午後１時〜４時（土 ･ 日、祝日を除く）

市川三郷町立病院 ☎ 055-272-3000

子どもの急病や心配ごとの相談は…

■
心
配
ご
と
相
談
⇨
時
間
13
時
30
分
〜
16
時

▽
三
珠
地
区
10
月
20
日
㈬
三
珠
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
相
談
室 

問
町
社
協
三
珠
支
所
☎
０
５
５

（
２
７
２
）
２
８
８
１

▽
市
川
地
区
10
月
12
日
㈫
町
福
祉
保
健
総
合

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
相
談
室 

問
町
社
協
市
川
支
所

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
４
１
７
９

▽
六
郷
地
区
10
月
12
日
㈫
六
郷
町
民
会
館 

問

町
社
協
六
郷
支
所
☎
０
５
５
６（
32
）３
８
４
７

■
行
政
相
談

▽
三
珠
・
市
川
地
区
10
月
19
日
㈫ 

14
時
〜
16

時�

町
役
場
本
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室
問
総
務

課
庶
務
係
☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
２

▽
六
郷
地
区
10
月
12
日
㈫
14
時
〜
16
時 

六
郷
町

民
会
館
２
階
小
会
議
室
【
問
】
役
場
六
郷
支
所

庶
務
係
☎
０
５
５
６（
32
）２
１
１
１

■
心
と
身
体
の
な
ん
で
も
相
談
⇨
10
月
12
日
㈫

午
前
10
時
〜
11
時
30
分
・
三
珠
健
康
管
理
セ
ン

タ
ー
１
階
診
察
室
・
市
川
大
門
町
民
会
館
１
階

保
健
室
・
六
郷
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

介護老人保健施設ケアセンターいちかわ
■通所リハビリテーション

（月〜金　祝日を除く）9:00 〜 4:00
【問い合わせ】☎ 055-272-5121

No.061

■小児救急電話相談　☎♯ 8000
ダイヤル回線からは☎ 055-226-3369 へ
※受診した方が良いか相談・助言など
■急病時、時間外での小児医の受診
小児初期救急医療センター
☎ 055-226-3399 
※電話相談をしてから受診して下さい。

■内科
 月・木・金・土（土曜日は午前中のみ）
■整形外科
��※ 10月からの診療日は毎月第１・３・
５木曜日の午後になります
 10 月は７日㈭、21 日㈭です。

【診療時間】
　午前９時〜正午  /  午後２時〜５時
【問い合わせ】

　国保診療所☎ 055-272-7111
　町民課国保老健係☎ 055-272-1105

町営国民健康保険診療所 ☎ 055-272-7111

■
消
費
生
活
相
談
（
毎
月
第
２
木
曜
日
）

【
日
時
・
場
所
】
10
月
14
㈭
午
前
10
時
〜
正

午
・
町
役
場
三
珠
庁
舎
１
階
会
議
室 

問
町
産

業
振
興
課
商
工
観
光
係
☎
０
５
５
（
２
４
０
）

４
１
５
７

※冊子からはずして壁に貼るなどしてご利用下さい。



県下一斉無料法律相談会
　山梨県弁護士会では次のとおり「県下一斉無料
法律相談会」を開催します。
※秘密は堅く守られます。
※申し込み制です。10 月 29 日 ㈮ までに町総務
課庶務係までお申込み下さい。１人 30 分以内・
６人までです。定員になりしだい締め切ります。
【日時】11 月 12 日 ㈮ 午後１時〜４時
【場所】役場本庁舎２階第２会議室

問町総務課庶務係☎ 055-272-1102

一日合同行政相談所
　国や県などの行政に対する苦情、要望などを
受け付けます。いずれも相談は無料で、秘密厳
守です。事前の予約は不要です。
【日時】10 月 21 日 ㈭ 午前 10 時 30 分〜午後３時
【場所】岡島ローヤル会館８階ゴールドルーム
【相談員】国・県・市の担当者や弁護士、司法書

士、行政書士、税理士など
問総務省山梨行政評価事務所☎ 0570-090110

全国一斉表示登記無料相談
　司法書士会峡南支部、土地家屋調査士会峡南
支部では、無料法律・登記相談会を開催します。
【日時】10 月９日 ㈯ 午後１時〜４時
【場所】南部町総合会館☎ 0556-64-3115
【内容】■土地、建物の表示に関する登記業務全

般■地目変更、合筆、分筆登記など■建物の表
題登記、滅失登記など■その他、土地、建物の
表示に関する登記■土地の境界に関する相談

問山梨県土地家屋調査士会峡南支部

☎ 055-278-8162

秋の行政相談週間
　～10月 18 日から 24日の期間は

「秋の行政相談週間」です。～　

　行政相談は、行政に対する苦情や意見・要望
などを受け、その解決や実現を図るもので、行
政相談委員が皆さんの相談を受けます。相談は
無料で秘密は守られます。町では、毎月定例で
役場本庁舎および六郷支所で行っています。（詳
しくは 11 ページをご覧下さい）

問町総務課庶務係☎ 055-272-1102

法務局なんでも無料相談所
　法務局の業務に関するどんな相談にもお答え
します。秘密厳守、事前の予約も不要です。
【日時】10 月 24 日 ㈰ 午前９時〜午後３時 30 分
【場所】甲府地方法務局４階会議室
【相談内容】土地・建物・会社等の登記手続き、土

地の境界、相続問題、遺言等、いじめ、体罰  ほか
【その他】登記申請の手続きになどはこちらへ。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/           
問甲府地方法務局☎ 055-252-7153

無料相談会のご案内

行政書士会・無料相談会
■県下一斉支部別無料相談会
【日時】10 月 16 日 ㈯ 午前 10 時〜午後４時
【会場】南アルプス市「甲西農村環境改善センター」

問山梨県行政書士会☎ 055-237-2601
■電話 110 番の開設
【日時】10 月４日 ㈪ 〜 ６日㈬

　　　  午前 10 時〜午後４時
問山梨県行政書士会☎ 055-237-2601

■山梨県行政書士会峡西南支部・無料相談会

【日時】10 月 13 日 ㈬ 午後１時 30 分〜４時
【場所】町商工会六郷支所

問山梨県行政書士会峡西南支部☎ 055-282-6625
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では、10 月から子ども
の肺炎球菌ワクチン接

種の助成を行います。10 月１
日以降接種された方は、申請を
して下さい。
【対象者】生後２カ月から９歳以
下（10歳の誕生日の前日）の子
どもで、接種日に本町に住民登
録がある方
【助成期間】平成 22年 10 月１
日以降接種したもの（接種後１

年以内に申請して下さい）

【助成額】１回につき接種費用
の１/２相当（100 円未満は切
捨て・上限 5,000 円）
【助成の手順】

①医療機関にワクチン接種の予
約をする。
②接種後、役場の申請窓口で申
請する
③後日、指定された金融機関に
助成金額が振り込まれます。

【必要書類】▷小児用炎球菌ワ
クチン接種料の領収書▷小児用
肺炎球菌ワクチンを接種したこ
とを証明する書類（母子手帳の
写し等）▷振込先金融機関の通
帳▷印鑑
【申請窓口】本庁舎福祉支援課・
三珠支所住民サービス係・六郷
庁舎いきいき健康課
【問い合わせ】いきいき健康課
子育て支援係☎ 0556-32-2114

10
2010
1

子どもの肺炎球菌ワクチン接種の助成が始まります10
月
１
日
から

■肺炎球菌
私たちの身の回りには、細菌やウイルスなど、目に見えない微生物が数多くいます。肺
炎球菌もその中のひとつです。最近では、肺炎球菌は細菌による子どもの感染症の二大原
因のうちのひとつと言われ、細菌性髄膜炎、菌血症、肺炎を引き起こします。日本では毎
年約 200 人の子どもが髄膜炎にかかり、この約１／３が命を奪われ、また重い障害が残る
ことがあります。

町

65歳以上の肺炎球菌ワクチン予防接種の助成額も 10月１日から増額します。
（従来）3,000 円　⇨　（10/ １以降）4,000 円

新型インフルエンザ予防接種助成について10/1 ～翌 2/28
平成 22年 10 月１日から新型インフルエンザ予防接種が始まります。今年度は昨年度設けられていた優
先順位はなく、どなたでも 10月 1日から接種ができるようになりました。

■
ワ
ク
チ
ン
が
変
わ
り
ま
す

　

新
型
と
季
節
性
の
予
防
接
種
が

同
時
に
で
き
る
『
混
合
ワ
ク
チ
ン
』、

従
来
の
「
新
型
ワ
ク
チ
ン
（
国
産
）」

「
新
型
ワ
ク
チ
ン
（
輸
入
）」
の
３
種

類
よ
り
選
択
で
き
ま
す
。

■
助
成
対
象
者

　

64
歳
以
下
（
平
成
23
年
２
月
28
日

時
点
で
の
満
年
齢
）
の
方
で
住
民
税

非
課
税
世
帯
、
ま
た
は
生
活
保
護
世

帯
に
属
す
る
方
は
全
額
助
成
さ
れ
ま

す
。

※
助
成
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
い

き
い
き
健
康
課
、
福
祉
支
援
課
、
三

珠
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
係
の
い
ず
れ

か
に
申
請
し
て
下
さ
い
。

　

申
請
後
に
、「
接
種
費
用
免
除
資

格
者
証
」
を
郵
送
し
ま
す
。
届
き
ま

し
た
ら
医
療
機
関
に
予
約
し
て
か
ら

接
種
し
て
下
さ
い
。

【
接
種
医
療
機
関
】
町
指
定
の
医
療

機
関
で
接
種
し
て
下
さ
い
。（
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
）

【
申
請
時
の
持
ち
物
】
印
鑑
、
免
許

証
や
保
険
証
な
ど
身
分
を
証
明
で
き

る
も
の

【
接
種
期
間
】
10
月
１
日
㈮
～
平
成

23
年
２
月
28
日
㈪

【
接
種
回
数
】

▽
１
～
12
歳
以
下
⇨
２
回

※
０
歳
児
は
免
疫
が
獲
得
し
づ
ら
い

た
め
１
歳
以
上
で
の
接
種
を
お
勧
め

し
て
い
ま
す
。

▽
13
歳
以
上
⇨
１
回

※
１
回
目
の
接
種
日
に
13
歳
に
達
し

た
方
は
１
回
接
種
で
す
。

　

64
歳
以
下
の
方

　

65
歳
以
上
の
方
に
は
９
月
下
旬
に

関
係
書
類
を
郵
送
し
て
あ
り
ま
す
。

■
助
成
金
額

▼
65
歳
以
上
で
住
民
税
非
課
税
世

帯
、
ま
た
は
生
活
保
護
世
帯
は
全
額

助
成
さ
れ
ま
す
。（
申
請
が
必
要
で

す
。
す
で
に
郵
送
さ
れ
て
い
る
接
種

費
用
免
除
資
格
者
申
請
書
を
お
近
く

の
役
場
に
提
出
し
て
下
さ
い
）

▼
そ
れ
以
外
の
方
は
２
０
０
０
円
が

助
成
さ
れ
ま
す
。（
郵
送
さ
れ
た
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
診
票
を
お
持
ち
に

な
り
接
種
し
て
下
さ
い
）

■
ワ
ク
チ
ン

　

新
型
と
季
節
性
の
予
防
接
種
が
同

時
に
で
き
る
『
混
合
ワ
ク
チ
ン
』
で

の
接
種
で
す
。

　

65
歳
以
上
の
方

※住民税非課税世帯に該当するか不明な場合はお問い合わせ下さい。

【問い合わせ】いきいき健康課☎ 0556-32-2114


